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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部と表示部のうちの少なくとも１つを備えて、後方部に着脱レバーが備えられた本
体と、
　前記本体が置かれるデスクが備えられたカートと、
　前記本体の前方部を前記デスクに着脱させるために、前記デスクに配置された前方着脱
部材と、
　前記本体の前記後方部を前記デスクに着脱させると共に、回動部で前記本体を前記デス
クに固定させるために前記デスクに配置された後方着脱部材と、
　を備えることを特徴とする医療装置。
【請求項２】
　前記着脱レバーは、前記本体の前記後方部に備えられたハンドルを備えることを特徴と
する請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　前記着脱レバーは、前記本体の前記後方部に回動可能に配置され、
　前記後方着脱部材は、前記着脱レバーとの干渉が回避されるように、前記デスクの後方
部に備えられた少なくとも１つの第１後方固定部と、
　前記本体の後面と対向するように配置されるように、前記少なくとも１つの第１後方固
定部に形成された第２後方固定部と、
　前記第２後方固定部に移動可能に配置され、前記本体の装着時に前記本体の前記後方部
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に密着する第３後方固定部と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第１後方固定部は、前記着脱レバーの左側と右側にそれぞれ配置
されるように、前記デスクの前記後方部に複数形成されたことを特徴とする請求項３に記
載の医療装置。
【請求項５】
　前記第３後方固定部は、前記第２後方固定部に前後方向に移動可能に締結された締結部
と、
　前記締結部の一側に配置されて前記本体の後面に密着する密着部と、
　を備えることを特徴とする請求項３または４に記載の医療装置。
【請求項６】
　前記密着部および前記第１後方固定部のうちの少なくとも１つは、前記本体と対向する
部位にゴム素材のパッドが配置されることを特徴とする請求項５に記載の医療装置。
【請求項７】
　前記着脱レバーは、前記本体の前記後方部に後方に突出するように配置され、
　前記後方着脱部材は、前記デスクの後方部に前記本体の後面と対向するように配置され
て、前記着脱レバーが挿入される着脱レバー挿入部を備えることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の医療装置。
【請求項８】
　前記着脱レバー挿入部は、前記着脱レバーの上下移動および左右移動を防ぐために、前
記着脱レバーと同じ幅と高さで形成されたことを特徴とする請求項７に記載の医療装置。
【請求項９】
　前記着脱レバーは、前記本体の前記後方部に回動可能に配置され、
　前記後方着脱部材は、前記着脱レバーの両側面にそれぞれ形成された係止溝に挿入可能
なように、前記着脱レバーの回動時に移動する前記係止溝の動線に沿って、前記デスクの
後方部から曲線状に突出したことを特徴とする請求項１または２に記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記係止溝は、前記着脱レバーの前記側面に前記後方着脱部材と同じ曲率を有する曲線
状に形成されたことを特徴とする請求項９に記載の医療装置。
【請求項１１】
　前記着脱レバーは、前記本体の前記後方部に回動可能に配置され、
　前記後方着脱部材は、前記着脱レバーとの干渉が回避されるように、前記デスクの後方
部に突出した少なくとも１つの第１後方固定部と、
　前記本体の前記後方部が載置されるように、前記少なくとも１つの第１後方固定部に配
置された第２後方固定部と、
　前記第１後方固定部の下側に配置された前記着脱レバーの回動を防ぐために、前記第２
後方固定部に配置された第３後方固定部と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の医療装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第１後方固定部は、前記着脱レバーの左側と右側にそれぞれ配置
されるように前記デスクの前記後方部に複数形成されたことを特徴とする請求項１１に記
載の医療装置。
【請求項１３】
　前記第３後方固定部は、前記第２後方固定部に回動可能に配置され、前記第３後方固定
部の回動角度によって、前記第１後方固定部の下側に配置された前記着脱レバーが係止さ
れるための、前記第３後方固定部の一側に係止突起が形成されたことを特徴とする請求項
１１または１２に記載の医療装置。
【請求項１４】
　前記着脱レバーは、前記本体の前記後方部に回動可能に配置され、
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　前記後方着脱部材は、前記着脱レバーとの干渉が回避されるように、前記デスクの後方
部に突出した少なくとも１つの第１後方固定部と、
　前記第１後方固定部の下側に回動した前記着脱レバーが係止されて固定可能なように、
前記少なくとも１つの第１後方固定部に配置された第２後方固定部、
　とを備えることを特徴とする請求項１または２に記載の医療装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの第１後方固定部は、前記着脱レバーの左側と右側にそれぞれ配置
されるように、前記デスクの後方部に複数形成されたことを特徴とする請求項１４に記載
の医療装置。
【請求項１６】
　前記第２後方固定部は、前記第１後方固定部の下部に弾性素材で突出するように備えら
れ、前記第２後方固定部の下部の中間部位に前記着脱レバーが挿入される着脱レバー係止
溝が形成され、
　前記着脱レバーおよび前記着脱レバー係止溝の対応面は同じ形状で形成されたことを特
徴とする請求項１４または１５に記載の医療装置。
【請求項１７】
　前記前方着脱部材は、前記本体の前面と両側面を支持するために、前記デスクの前方部
から上側に突出した少なくとも１つの第１前方固定部と、
　前記本体の上面と一側を密着させるために、前記デスクに移動可能に配置された第２前
方固定部と、
　を備えることを特徴とする請求項１ないし１６のいずれか１項に記載の医療装置。
【請求項１８】
　前記第２前方固定部の前記一側は、前記本体の前記上面と前記前面に密着するために、
前記本体の前記上面と前記前面を囲む形状で形成されたことを特徴とする請求項１７に記
載の医療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療装置に関し、より詳細には、医療装置の本体をカートに簡便に装着または
分離することができる医療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、医療装置は、病院や医院などで患者を診療したり治療したりするときに用い
られる装備である。このような医療装置は医師を援助するものであるため、医師は医療活
動をより簡便かつ正確に実行することができる。最近の医療装置は、技術の進歩に伴って
性能向上、使用便宜性、および小型化などが進められている傾向にある。特に、医療装置
が小型化されれば、設置空間の減少によって病院の空間活用度が増大し、取り扱いおよび
移動の便利性によって医療装置の使用の便宜が向上する。
【０００３】
　しかしながら、従来の医療装置は、実質的に医療行為を実行する本体のサイズは小さく
ても、周辺器具によって小型化および使用の便宜性に限界があるという問題点がある。周
辺器具としては、本体の支持、移動、高さ調節などに用いられる構造物や本体の付属品と
消耗品を保管する保管箱などが代表的である。したがって、医療装置の小型化の限界によ
って相当数の医療装置は別途の診療室、検査室、手術室などのみで用いられ、医療装置の
医療結果は別途の書類や写真などに出力されて医師や患者に別途で提供されている。さら
に、医療装置は、患者がいる場所に運ぶことが困難であるため、訪問診療時に高い水準の
医療サービスが受けられないという短所がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　本発明は、上述した問題点を解決するために案出されたものであって、実質的に医療行
為を実行する本体をカートに簡便に装着または脱着することができる医療装置を提供する
ことを目的とする。
【０００５】
　また、本発明は、本体の後方部をデスクに固定するのに用いられる本体の着脱レバーを
ハンドルとしても活用することにより、部品の共用化を実現することができる医療装置を
提供することを他の目的とする。
【０００６】
　さらに、本発明は、医療装置から分離した本体を多様な場所に運んで患者の訪問診療を
実行できるだけでなく、本体に格納された資料を円滑に活用することができる医療装置を
提供することをさらに他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するために、本発明の一実施形態は、操作部と表示部のうちの少な
くとも１つを備えて後方部に着脱レバーが備えられた本体と、前記本体が置かれるデスク
が備えられたカートと、前記本体の前方部を前記デスクに着脱させるために前記デスクに
配置された前方着脱部材と、前記本体の後方部を前記デスクに着脱させると共に、前記回
動部に前記本体を前記デスクに固定させるために前記デスクに配置された後方着脱部材と
を備える医療装置を提供する。前記着脱レバーは、前記本体の後方部に備えられたハンド
ルを備えることができる。
【０００８】
　前記前方着脱部材は、前記本体の前面と両側面を支持するために前記デスクの前方部か
ら上側に突出した少なくとも１つの第１前方固定部と、前記本体の上面に一側を密着させ
るために前記デスクに移動可能に配置された第２前方固定部とを備えることができる。前
記第２前方固定部の一側は、前記本体の上面と前面に密着するために、前記本体の上面と
前面を囲む形状で形成することができる。
【０００９】
　前記着脱レバーは、前記本体の後方部に回動可能に配置される。また、前記後方着脱部
材は、前記着脱レバーとの干渉が回避されるように、前記デスクの後方部に備えられた少
なくとも１つの第１後方固定部と、前記本体の後面と対向するように配置されるように前
記少なくとも１つの第１後方固定部に形成された第２後方固定部と、前記第２後方固定部
に移動可能に配置され、前記本体の装着時に前記本体の後方部に密着する第３後方固定部
とを備えることができる。
【００１０】
　前記少なくとも１つの第１後方固定部は、前記着脱レバーの左側と右側にそれぞれ配置
されるように前記デスクの後方部に複数を形成することができる。前記第３後方固定部は
、前記第２後方固定部に前後方向に移動可能に締結された締結部と、前記締結部の一側に
配置されて前記本体の後面に密着する密着部とを備えることができる。前記密着部および
前記第１後方固定部のうちの少なくとも１つは、前記本体と対向する部位にゴム素材のパ
ッドを配置することができる。
【００１１】
　本発明の他の実施形態によれば、前記着脱レバーは、前記本体の後方部に後方に突出す
るように配置することができる。また、前記後方着脱部材は、前記デスクの後方部に前記
本体の後面と対向するように配置され、前記着脱レバーが挿入される着脱レバー挿入部を
備えることができる。前記着脱レバー挿入部は、前記着脱レバーの上下移動および左右移
動を防ぐために、前記着脱レバーと同じ幅と高さで形成することができる。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、前記着脱レバーは、前記本体の後方部に回動可
能に配置することができる。また、前記後方着脱部材は、前記着脱レバーの両側面にそれ
ぞれ形成された係止溝に挿入可能なように、前記着脱レバーの回動時に移動する前記係止
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溝の動線に沿って前記デスクの後方部から曲線状に突出することができる。前記係止溝は
、前記着脱レバーの側面に前記後方着脱部材と同じ曲率を有する曲線状に形成することが
できる。
【００１３】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、前記着脱レバーは、前記本体の後方部に回動可
能に配置することができる。また、前記後方着脱部材は、前記着脱レバーとの干渉が回避
されるように、前記デスクの後方部に突出した少なくとも１つの第１後方固定部と、前記
本体の後方部が載置されるように前記少なくとも１つの第１後方固定部に配置された第２
後方固定部と、前記第１後方固定部の下側に配置された前記着脱レバーの回動を防ぐため
に前記第２後方固定部に配置された第３後方固定部とを備えることができる。前記少なく
とも１つの第１後方固定部は、前記着脱レバーの左側と右側にそれぞれ配置するように前
記デスクの後方部に複数を形成することができる。前記第３後方固定部は、前記第２後方
固定部に回動可能に配置することができる。前記第３後方固定部の回動角度に応じて前記
第１後方固定部の下側に配置した前記着脱レバーが係止されるために、前記第３後方固定
部の一側に係止突起を形成することができる。
【００１４】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、前記着脱レバーは、前記本体の後方部に回動可
能に配置することができる。前記後方着脱部材は、前記着脱レバーとの干渉が回避される
ように、前記デスクの後方部に突出した少なくとも１つの第１後方固定部と、前記第１後
方固定部の下側に回動された前記着脱レバーが係止して固定できるように前記少なくとも
１つの第１後方固定部に配置された第２後方固定部とを備えることができる。前記少なく
とも１つの第１後方固定部は、前記着脱レバーの左側と右側にそれぞれ配置するように前
記デスクの後方部に複数を形成することができる。前記第２後方固定部は、前記第１後方
固定部の下部に弾性素材で突出するように備えることができる。また、前記第２後方固定
部の下部の中間部位に前記着脱レバーが挿入される着脱レバー係止溝を形成することがで
きる。前記着脱レバーおよび前記着脱レバー係止溝の対応面は、同じ形状で形成すること
ができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る医療装置は、前方着脱部材および後方着脱部材によって本体をカートのデ
スクに簡便に装着または脱着することができるため、医療装置の活用性および使用便宜性
が向上し、本体の維持補修も簡便に実施することができる。
【００１６】
　また、本体の後方部をデスクに固定するのに用いられる本体の着脱レバーをハンドルと
しても活用することができるため、部品の共用化を実現できるだけではなく、本体の後方
部をデスクに固定する構造をさらに単純に構成することができる。
【００１７】
　また、医療装置から分離した本体を所望する場所に運んで本体に格納された資料を活用
することができるため、医療装置の本体に格納された資料の活用性を向上させることがで
きる。
【００１８】
　さらに、医療装置から分離した本体を病院以外の多様な場所に運んで患者の診療に用い
ることができるため、訪問診療をより円滑に実行することができ、医療装置の活用性を向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る医療装置を示す斜視図である。
【図２】図１に示す本体とデスクの側面図である。
【図３】図１に示すデスクの斜視図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す側面図である。
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【図５】図４に示す本体とデスクの主要部を示す斜視図である。
【図６】本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す側面図である
。
【図７】図６に示す本体とデスクの主要部を示す斜視図である。
【図８】本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す側面図である
。
【図９】図８に示す本体とデスクの主要部を示す斜視図である。
【図１０】本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す斜視図であ
る。
【図１１】図１０に示す着脱レバーと後方着脱部材を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の好ましい実施形態について説明する。図１
は、本発明の一実施形態に係る医療装置を示す斜視図である。また、図２は、図１に示す
本体とデスクの側面図であり、図３は、図１に示すデスクの斜視図である。
【００２１】
　図１および図２を参照すれば、本発明の一実施形態に係る医療装装置１は、実質的に医
療行為が実行されて着脱レバー１６が後方部に上下方向に回動可能に備えられた本体１０
と、本体１０が置かれるデスク２２を備えたカート２０と、本体１０の前方部をデスク２
２に着脱させるためにデスク２２に配置された前方着脱部材３０と、本体１０の後方部を
デスク２２に着脱させると共に、着脱レバー１６で本体１０の後方部をデスク２２に固定
させるためにデスク２２に配置された後方着脱部材４０とを備えることができる。
【００２２】
　図１と図２を参照すれば、本体１０は、操作部１２と表示部１４のうちの少なくとも１
つを備えることができる。操作部１２は、本体１０の各種設定や作動などを調節する信号
が入力される部分である。表示部１４は、操作部１２に入力された内容、本体１０の作動
状態、および本体１０の診断結果などが表示される部分である。以下では、本体１０が操
作部１２と表示部１４をすべて備えるものとして説明する。一方、着脱レバー１６は、本
体１０の携帯性を向上させるために、本体１０の後方部に備えられたハンドルを備えるこ
とができる。以下では、着脱レバー１６がハンドルの役割も同時に行い、着脱レバー１６
の両端が本体１０の後方部に上下方向に回動可能に連結されたものとして説明する。
【００２３】
　図１～３を参照すれば、前方着脱部材３０は、本体１０の前面と両側面を支持するため
にデスク２２の前方部から上側に突出した少なくとも１つの第１前方固定部３２と、本体
１０の上面に一側を密着させてデスク２２に本体１０の前方部を固定させるためにデスク
２２に移動可能に配置された第２前方固定部３４とを備えることができる。
【００２４】
　第１前方固定部３２は、デスク２２の左側と右側にそれぞれ突出したリブを備えること
ができる。すなわち、第１前方固定部３２は、本体１０の前面と左側面に密着する左側リ
ブ３２ａと、本体１０の前面と右側面に密着する右側リブ３２ｂとを備えることができる
。第２前方固定部３４は、デスク２２の前方部に形成された案内ガイド２４に締結され、
案内ガイド２４に沿って前後方向に位置が移動する位置調節部３６と、位置調節部３６か
ら後方に突出して本体１０の上面に密着する係止部３８とを備えることができる。位置調
節部３６は、案内ガイド２４の上面に前後方向に移動可能に配置される。さらに、位置調
節部３６は、案内ガイド２４に締結部材で固定することができる。案内ガイド２４は、締
結部材を締結するために前後方向に長く形成されたスロットを備えることができる。締結
部材は、案内ガイド２４のスロットおよび位置調節部３６に締結されるボルトを備える。
係止部３８は、位置調節部３６の後方から本体１０の前方部に向かって突出する。係止部
３８の端部は、本体１０の前面と上面に同時に密着するために、本体１０の上面と前面を
囲む「Ｌ字」状で形成することができる。
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【００２５】
　図２および図３を参照すれば、後方着脱部材４０は、着脱レバー１６との干渉が回避さ
れるようにデスク２２の後方部に突出した少なくとも１つの第１後方固定部４２と、本体
１０の後面と対向するように配置されるように少なくとも１つの第１後方固定部４２に形
成された第２後方固定部４４と、第２後方固定部４４に移動可能に配置され、本体１０の
装着時に本体１０の後方部に密着する第３後方固定部４６とを備えることができる。
【００２６】
　少なくとも１つの第１後方固定部４２は、デスク２２の後方部から後方に突出するよう
に形成され、着脱レバー１６の回動時に着脱レバー１６との干渉が回避される位置に配置
することができる。本実施形態では、少なくとも１つの第１後方固定部４２が着脱レバー
１６の両端左右にそれぞれ配置されるために、デスク２２の後方部左側、中間、右側にそ
れぞれ形成されたものとして説明する。また、第１後方固定部４２は、着脱レバー１６の
左右移動を防ぐために、着脱レバー１６の両端と接近した位置に配置することができる。
【００２７】
　第２後方固定部４４は、本体１０の後面と一定の間隔離隔する位置に配置されるように
第１後方固定部４２の後方部から上側に垂直に突出する。第２後方固定部４４は、本体１
０の後面と対応する位置に締結孔４４ａが形成される。また、第２後方固定部４４は、本
体１０の損傷を防ぐために、前面にゴム素材のパッド４４ｂを配置することができる。パ
ッド４４ｂは、第２後方固定部４４の前面のうちで締結孔４４ａが形成されない部位に配
置することができる。
【００２８】
　第３後方固定部４６は、締結孔４４ａに前後方向に移動可能に締結された締結部４７と
、締結部４７の本体１０側の端部に配置されて本体の後面に密着する密着部４８とを備え
ることができる。締結部４７は、締結孔４４ａの後方から前方に向かって締結されるボル
トを備える。密着部４８は、締結孔４４ａを貫通した締結部４７の端部に本体１０の後面
と平行に配置された圧着板を備える。一方、密着部４８は、本体１０の損傷を防ぐために
表面にゴム素材のパッドをさらに備えることができる。
【００２９】
　上述のように構成された本発明の医療装置１に対して、本体１０の着脱過程を詳察すれ
ば次のとおりとなる。
【００３０】
　本体１０の装着過程は、第１前方固定部３２および第２後方固定部４４の間に位置する
ように本体１０をカート２０のデスク２２に乗せ、第２前方固定部３４を用いてデスク２
２に本体１０の前方部を固定し、着脱レバー１６と第１後方固定部４２および第３後方固
定部４６を用いて本体１０の後方部をデスク２２に固定する。したがって、本体１０をカ
ート２０と共に用いることができ、医療装置１を病院や医院などでより便利に用いること
ができる。以下では、本体１０がデスク２２に装着される過程についてより詳細に説明す
る。
【００３１】
　まず、本体１０を第１前方固定部３２と第２後方固定部４４との間に配置する。これに
より、第１前方固定部３２が本体１０の前面と両側面を支持し、第１後方固定部４２が本
体１０の後面を支持する。すなわち、第１前方固定部３２の左側リブ３２ａは、本体１０
の前面と左側面を支持して本体１０が左側と前方に移動することを制限し、第１前方固定
部３２の右側リブ３２ｂは、本体１０の前面と右側面を支持して本体１０が右側と前方に
移動することを制限する。さらに、第２後方固定部４４は本体１０の後面を支持して本体
１０が後方に移動することを制限する。したがって、第１前方固定部３２および第２後方
固定部４４は、本体１０の前後移動および左右移動を防ぐことができる。
【００３２】
　この後、デスク２２の案内ガイド２４に沿って第２前方固定部３４の位置調節部３６を
後方に移動させ、本体１０の前方部に第２前方固定部３４の係止部３８を密着させる。係
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止部３８が本体１０の前方部に密着すれば、位置調節部３６を案内ガイド２４に締結固定
させる。係止部３８は本体１０の上面に密着するため、本体１０の前方部が第１前方固定
部３２から上側に離脱するという現象を防ぐ。係止部３８は本体１０の前面に密着するた
め、第３後方固定部４６と共に本体１０をデスク２２に固定する役割を実行する。
【００３３】
　第２前方固定部３４の設置が完了すれば、第３後方固定部４６の密着部４８が前方に移
動する方向に締結部４７を回動させ、本体１０の後面に第３後方固定部４６の密着部４８
を密着させる。したがって、本体１０は、係止部３８と密着部４８との間に挟まれた構造
でデスク２２の上面に配置される。特に、締結部４７は、第２後方固定部４４の締結孔４
４ａにねじ結合された構造であるため、係止部３８と密着部４８とが締結部４７の締結力
に相当する荷重で本体１０が支持される。上述のような締結部４７の締結力を調節すれば
、本体１０をデスク２２に極めて安定的に固定させることができる。
【００３４】
　一方、本体１０の脱着過程は、上述で説明した装着過程の逆順で実施する。すなわち、
締結部４７を後方に移動させて本体１０の後面から密着部４８を離隔させ、位置調節部３
６を前方に移動させて本体１０の前方部から係止部３８を離隔させる。上述のように、第
３後方固定部４６と第２前方固定部３４による本体１０の固定状態が解除されれば、第１
前方固定部３２および第２後方固定部４４の間に配置された本体１０を上側に持ち上げて
デスク２２から本体１０を脱着する。したがって、本体１０を多様な場所に運ぶことがで
きるだけでなく、本体１０に格納された資料を直接用いることもできる。
【００３５】
　図４は、本発明の他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す側面図である。ま
た、図５は、図４に示す本体とデスクの主要部を示す斜視図である。
【００３６】
　図４および図５において、図１～３に示す参照符号と同じ参照符号は同じ部材を示す。
以下では、図１～３に示す医療装置１と相違した点を中心に詳述する。図４および図５に
示す医療装置１００が図１～３に示す医療装置１と相違する点は、本体１１０が後方に突
出するように配置される着脱レバー１１６を備え、後方着脱部材１４０がデスク２２の後
方部に本体１１０の後面と対向するように配置されると共に、着脱レバー１１６が挿入さ
れる着脱レバー挿入部１４６を備えるという点である。
【００３７】
　着脱レバー１１６は、本体１１０の携帯性を向上させるために、本体１１０の後方部に
備えられたハンドルを備えることができる。着脱レバー１１６は、本体１１０の後方部に
回動可能な構造または回動不可能な構造で提供することができる。しかしながら、本実施
形態では、本体１１０の後方部に回動が不可能な構造で後方に向かって突出するように形
成されたものとして説明する。
【００３８】
　後方着脱部材１４０は、デスク２２の後方部が後方に水平に延長した水平部１４２と、
水平部１４２から上側に垂直するように突出した垂直部１４４とを備えることができる。
水平部１４２は、デスク２２に置かれた本体１１０の着脱レバー１１６と水平部１４２と
を干渉させることのできる長さで形成される。垂直部１４４は、着脱レバー１１６と対応
するように配置することができる。着脱レバー挿入部１４６は、垂直部１４４の中央部位
に孔または溝状に形成することができる。また、着脱レバー挿入部１４６は、着脱レバー
１１６の上下移動および左右移動を防ぐために、着脱レバー１１６と同じ幅と高さで形成
することができる。一方、着脱レバー挿入部１４６が溝状に形成されれば、第２前方固定
部３４が本体１１０の前方部に密着する力により、本体１１０は第２前方固定部３４と着
脱レバー挿入部１４６との間に頑丈に固定することができる。しかしながら、本実施形態
では、図５に示すように、着脱レバー挿入部１４６が孔状に形成されたものとして説明す
る。
【００３９】
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　上述のように構成された医療装置１００は、本体１１０の着脱レバー１１６を後方着脱
部材１４０の着脱レバー挿入部１４６に挿入させるという簡単な作業で本体１０の後方部
をデスク２２に固定することができる。すなわち、着脱レバー１１６は、着脱レバー挿入
部１４６に上下、左右方向に係止されるため、本体１１０の後方部は上下方向または左右
方向に動きが制限される。したがって、医療装置１００は、本体１１０の後方部を固定す
る構造が極めて簡単に形成され、本体１１０の後方部をデスク２２に固定する作業も極め
て簡便に実施される。
【００４０】
　図６は、本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す側面図であ
る。また、図７は、図６に示す本体とデスクの主要図を示す斜視図である。
【００４１】
　図６および図７において、図１～３に示す参照符号と同じ参照符号は同じ部材を示す。
以下では、図１～３に示す医療装置１と相違した点を中心に詳述する。図６および図７に
示す医療装置２００が図１～３に示す医療装置１と相違する点は、本体２１０の着脱レバ
ー２１６の両側面に係止溝２２２がそれぞれ形成され、着脱レバー２１６の回動時に係止
溝２２２に後方着脱部材２４０が挿入されるように後方着脱部材２４０がデスク２２の後
方部から曲線状に突出するという点である。
【００４２】
　図７を参照すれば、着脱レバー２１６は、本体２１０の携帯性を向上するために、本体
２１０の後方部に回動可能に備えられたハンドルを備えることができる。以下では、着脱
レバー２１６の両端が本体２１０の後方部左側と右側に回動可能に連結されたものと説明
する。係止溝２２２は、後方着脱部材２４０と同じ曲率の曲線状に形成することができる
。係止溝２２２は、着脱レバー２１６の両端の中間を割る仮想線Ｌを中心として着脱レバ
ー２１６の両端に対称に形成することができる。すなわち、係止溝２２２は、着脱レバー
２１６の左側端の左側面および着脱レバー２１６の右側端の右側面に仮想線Ｌを中心とし
て対称に形成されたり、着脱レバー２１６の左側端の右側面および着脱レバー２１６の右
側端の左側面に仮想線Ｌを中心として対称に形成されたりする。しかしながら、本実施形
態では、着脱レバー２１６の両端の両側面に係止溝２２２が仮想線Ｌを中心として対称に
それぞれ形成されたものとして説明する。
【００４３】
　後方着脱部材２４０は、着脱レバー２１６の回動時に係止溝２２２が移動する動線に沿
って曲線状にデスク２２の後方部から一定の長さで突出する。したがって、デスク２２に
置かれた本体２１０の着脱レバー２１６が下側に回動すれば、係止溝２２２に後方着脱部
材２４０が挿入された後、後方着脱部材２４０に沿って係止溝２２２が下側に移動する。
後方着脱部材２４０は、着脱レバー２１６の両側面に形成された係止溝２２２に対応する
ために、デスク２２の後方部に複数を形成することができる。すなわち、後方着脱部材２
４０は、着脱レバー２１６の下側回動時に着脱レバー２１６の両端の両側面に形成された
係止溝２２２にそれぞれ挿入されるために、着脱レバー２１６の両端の左側と右側に後方
着脱部材２４０がそれぞれ配置される。本実施形態では、図７に示すように、デスク２２
の後方部の左側、中間、右側に後方着脱部材２４０がそれぞれ配置されたものとして説明
する。
【００４４】
　上述のように構成された医療装置２００は、本体２１０をデスク２２の上面に乗せた後
に着脱レバー２１６を下側に下げるという簡単な作業のみで本体２１０の後方部がデスク
２２に固定されるという利点がある。すなわち、着脱レバー２１６が下側に垂直に下げら
れれば、係止溝２２２と後方着脱部材２４０とによって着脱レバー２１６の上下移動が制
限され、着脱レバー２１６の左側と右側にそれぞれ配置された後方着脱部材２４０によっ
て着脱レバー２１６の左右移動も制限される。後方着脱部材２４０が着脱レバー２１６の
上下移動および左右移動を制限するため、本体２１０の後方部は上下方向または左右方向
に動きが制限される。したがって、医療装置２００は、本体２１０の後方部を固定する構
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造が極めて簡単に形成され、本体２１０の後方部をデスク２２に固定する作業も極めて簡
便に実施される。
【００４５】
　図８は、本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す側面図であ
る。また、図９は、図８に示す本体とデスクの主要部を示す斜視図である。
【００４６】
　図８および図９において、図１～３に示す参照符号と同じ参照符号は同じ部材を示す。
以下では、図１～３に示す医療装置１と相違する点を中心に詳述する。図８および図９に
示す医療装置３００が図１～３に示す医療装置１と相違する点は、後方着脱部材３４０が
デスク２２の後方部に突出した少なくとも１つの第１後方固定部３４２と、少なくとも１
つの第１後方固定部３４２に配置された第２後方固定部３４４と、第１後方固定部３４２
の下側に回動した本体３１０の着脱レバー３１６が上側に回動しないように第２後方固定
部３４４に配置された第３後方固定部３４６とを備えるという点である。また、着脱レバ
ー３１６は、本体３１０の携帯性を向上させるために、本体３１０の後方部に回動可能に
備えられたハンドルを備えることができる。以下では、着脱レバー３１６の両端が本体３
１０の後方部左側と右側に上下方向に回動可能に連結されたものとして説明する。
【００４７】
　少なくとも１つの第１後方固定部３４２は、デスク２２の後方部から後方に突出するよ
うに形成され、着脱レバー３１６の回動時に着脱レバー３１６との干渉が回避される位置
に配置される。図９を参照すれば、本実施形態では、少なくとも１つの第１後方固定部３
４２を着脱レバー３１６の両端の左右にそれぞれ配置するために、デスク２２の後方部左
側、中間、右側にそれぞれ形成することができる。また、第１後方固定部３４２は、着脱
レバー３１６の左右移動を防ぐために、着脱レバー３１６の両端と接近した位置に配置す
ることができる。
【００４８】
　第２後方固定部３４４は、第１後方固定部３４２のうちの少なくともいずれか１つに上
側に突出した構造で配置される。第２後方固定部３４４は、本体３１０の後方部が安定し
て載置されるように、本体３１０の後方部と対応する構造で形成することができる。本実
施形態では、図９に示すように、デスク２２の後方部中間に配置された第１後方固定部３
４２に２つの第２後方固定部３４４が左右に離隔するように配置されたものとして説明す
る。
【００４９】
　第３後方固定部３４６は、第２後方固定部３４４の後面に中心部が回動可能に配置され
る。第３後方固定部３４６は、中心部から半径方向に長く突出した係止突起３４８を備え
る。係止突起３４８は、第２後方固定部３４４の回動角度によって第１後方固定部３４２
の下側に下ろされた着脱レバー３１６と干渉したり、または干渉しない長さで形成される
。
【００５０】
　第３後方固定部３４６は、第１後方固定部３４２の下側に下ろされた着脱レバー３１６
に対応する係止突起３４８の端部に前方に突出するように形成されたスペーサ３４９を備
えることができる。スペーサ３４９は、第１後方固定部３４２の下側に下ろされた着脱レ
バー３１６と係止突起３４８との間に形成された空間を除去するために、着脱レバー３１
６に接触する長さで係止突起３４８の端部から突出する。
【００５１】
　上述のように構成された医療装置３００は、デスク２２の上面に乗せた本体３１０の着
脱レバー３１６を下側に下げた後、係止突起３４８が下側に位置する角度で第３後方固定
部３４６を回動させる作業のみで本体３１０の後方部がデスク２２に簡便に固定するとい
う利点がある。すなわち、第１後方固定部３４２の下側に下ろされた着脱レバー３１６に
より、本体３１０はデスク２２の上側に持ち上がらない。また、着脱レバー３１６が下側
に垂直に下ろされれば、複数の第１後方固定部３４２によって着脱レバー３１６の左右移
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動が制限される。したがって、本体３１０の後方部は、上下方向または左右方向に動きが
制限される。
【００５２】
　図１０は、本発明のさらに他の実施形態に係る医療装置の本体とデスクを示す斜視図で
ある。また、図１１は、図１０に示す着脱レバーと後方着脱部材を示す断面図である。
【００５３】
　図１０および図１１において、図１～３に示す参照符号と同じ参照符号は同じ部材を示
す。以下では、図１～３に示す医療装置１と相違した点を中心に詳述する。図１０および
図１１に示す医療装置４００が図１～３に示す医療装置１と相違する点は、後方着脱部材
４４０がデスク２２の後方部に突出した少なくとも１つの第１後方固定部４４２と、第１
後方固定部４４２の下側に回動した着脱レバー４１６が係止されて固定することができる
ように、少なくとも１つの第１後方固定部の下部に配置された第２後方固定部４４４を備
えるという点である。また、着脱レバー４１６は、本体４１０の携帯性を向上させるため
に、本体４１０の後方部に回動可能に備えられたハンドルを備えることができる。以下で
は、着脱レバー４１６の両端が本体４１０の後方部左側と右側に上下方向に回動可能に連
結されたものとして説明する。
【００５４】
　少なくとも１つの第１後方固定部４４２は、デスク２２の後方部から後方に突出するよ
うに形成され、着脱レバー４１６の回動時に着脱レバー４１６との干渉が回避されるデス
ク２２の後方部に配置される。図１０を参照すれば、本実施形態では、少なくとも１つの
第１後方固定部４４２が着脱レバー４１６の両端左右にそれぞれ配置されるために、デス
ク２２の後方部左側、中間、右側にそれぞれ形成することができる。また、第１後方固定
部４４２は、着脱レバー４１６の左右移動を防ぐために、着脱レバー４１６の両端の左右
に接近するように配置することができる。
【００５５】
　第２後方固定部４４４は、第１後方固定部４４２の下面に弾性素材で下側に突出するよ
うに形成される。第２後方固定部４４４は、弾性力が優れたゴムまたは板スプリングなど
で形成することができる。以下では、第２後方固定部４４４がゴム素材で形成されたもの
として説明する。
【００５６】
　図１０を参照すれば、第２後方固定部４４４は、デスク２２の後方部中間に形成された
第１後方固定部４４２の下面に配置することができ、第１後方固定部４４２の下側に下ろ
された着脱レバー４１６と干渉する高さで形成することができる。第２後方固定部４４４
は、下部の中間部位に着脱レバー４１６が挿入される着脱レバー係止溝４４６を形成する
ことができる。着脱レバー４１６および着脱レバー係止溝４４６の対応面は同じ形状で形
成される。本実施形態では、着脱レバー４１６および着脱レバー係止溝４４６の対応面が
上側に膨らんだ形状で形成される。したがって、着脱レバー４１６は、第２後方固定部４
４４の着脱レバー係止溝４４６に滑らかに入ることができる。一方、図１１を参照すれば
、第２後方固定部４４４は、弾性変形量を増加させるために、内部が中空した構造で形成
することができる。
【００５７】
　上述のように構成された医療装置４００は、デスク２２の上面に本体４１０を乗せた後
、第２後方固定部４４４の着脱レバー係止溝４４６に本体４１０の着脱レバー４１６が挿
入されるまで着脱レバー４１６を下側に回動させる作業のみで本体４１０の後方部がデス
ク２２に簡便に固定されるという利点がある。すなわち、第１後方固定部４４２の下側に
着脱レバー４１６を回動させれば、第２後方固定部４４４の下部の一側に着脱レバー４１
６が掛かり、着脱レバー４１６を強制的にさらに回動させれば、着脱レバー４１６が第２
後方固定部４４４の一側を上側に押しながら無理に移動されて着脱レバー係止溝４４６に
挿入される。上述のように着脱レバー係止溝４４６に着脱レバー４１６が挿入されれば、
第２後方固定部４４４の一側は初期状態に弾性復帰するため、着脱レバー係止溝４４６に
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挿入された状態で着脱レバー４１６の位置が固定される。したがって、着脱レバー係止溝
４４６に挿入された着脱レバー４１６によって本体４１０がデスク２２の上側に持ち上が
らず、着脱レバー４１６の両端左右に配置された複数の第１後方固定部４４２によって着
脱レバー４１６の左右移動が制限される。上述のように、本体４１０の後方部は、上下方
向または左右方向に動きが制限される。
【００５８】
　上述したように、例示した図面を参照しながら本発明に係る医療装置を説明したが、本
発明は上述した実施形態や図面によって限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載
された本発明の思想および領域から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更
させることができることを理解することができるであろう。
【符号の説明】
【００５９】
　　１、１００、２００、３００、４００：医療装置
　　１０、１１０、２１０、３１０、４１０：本体
　　１６、１１６、２１６、３１６、４１６：着脱レバー
　　２０：カート
　　２２：デスク
　　３０：前方着脱部材
　　４０、１４０、２４０、３４０、４４０：後方着脱部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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